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都市郊外における風俗宿泊施設の立地と

パート従業員の雇用システムの成立

―京都南インターチェンジ付近を例として―

水　上　敬　太 *

Ⅰ．はじめに

1．問題の所在

地理学においては、宿泊施設を対象とした

研究が豊富に蓄積されてきた。そのなかでホ

テル、旅館や民宿などは、観光地を対象とし

た研究のなかでおもに議論されてきた。石井

は、観光業を中心とする山村の民宿地域の形

成過程を明らかにした 1）。また、妻鹿らは土

地利用の変化より、温泉宿泊施設の形成過程

の分析を行った。その結果、顧客のニーズが

多様化したため、様々な規模の宿泊施設が立

地するようになったことが明らかになった 2）。

宿泊施設に関する研究のなかで、そこでの

従業員の労働力に注目したものもある。淡野

は、「施設の立地のみをとらえるのではなく、

宿泊施設の経営を支える労働力や物資の供給

を可能にするシステムを解明する必要があ

る」と指摘している 3）。農業や漁業に従事す

る人々が、繁忙期の調整により、民宿経営の

労働力となってきたことが明らかにされたの

である。離島の観光地集落において、夏季に臨

時的に島外分家の労働力を受け入れが行われ

ていることに言及した、根岸の研究もある 4）。

このように、これまで地理学では観光地の

形成やその機能などを分析するために、宿泊

施設が指標とされてきた。そのなかでも、宿

泊施設の機能をはじめとする内部構造を明ら

かにするために、宿泊施設と労働力に焦点が

当てられてきたといえる。また、都市におけ

るビジネスホテルを中心とする浮田らの研究

も看過できない 5）。

その一方で、日本には「モーテル」・「ラブ

ホテル」という宿泊施設が存在する。これら

は、おもに男女が性行為を目的に利用する施

設である。ほとんどの施設では、「休憩」とい

う料金体系が採用され、料金時間単位での利

用が可能である。これまでは美的・情緒的と

表現された施設の外観や性的な存在に対し、

その文化的意義が問われてきた 6）。このよう

に、地理学においても同じ宿泊施設でありな

がら、「ラブホテル」を対象とした研究は少な

い。おそらく、性行為を目的とした宿泊施設

であるため、多くの研究者は観光地でのそれ
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らの立地展開と同様のアプローチをとること

に疑問視してきたのではないかと考えられ

る。数少ない研究のなかで、阿部は「ラブホ

テル」の外観に注目し、法令と「ラブホテル」

の建築・景観との相互関係を明らかにした 7）。

しかし、特定の地域を対象とした研究ではな

く、法の制定・改正にともなう立地展開にま

では言及していない。

本稿では、これらの宿泊施設を「風俗宿泊

施設」と呼ぶ。そのなかで、第 1には法令の

制定や改正が風俗宿泊施設の立地展開に与

えた影響について地理学的に考察する。そし

て第 2に、この宿泊施設の経営を支える労働

力に注目する。風俗宿泊施設のパート従業員

の雇用システムに焦点をあて、その結果から

勤務実態およびその特性を明らかにする。「風

俗宿泊施設」は 24 時間営業を行っている点

からも、こうした営業を成り立たせている労

働力に注目をすることは大きな意義をもつと

考えるからである。

2．研究方法

ここで、本稿における「風俗宿泊施設」に

ついて、その定義を明確にし、以下 3点の条

件をみたすものを研究の対象とする。

①店舗自らが、「ラブホテル」・「モーテル」

として、職業別電話帳掲載の申請をして

いる。

②利用料金が2人分を基本としていて、宿泊

だけでなく、「休憩」という料金システム

が採用され、時間単位での利用ができる。

③ 18 歳未満の利用禁止を掲げている 8）。

また風俗宿泊施設は、その施設形態から施

設内にフロントやロビーを持つものをビル

ディング型とし、これらの構造をもたないも

のをモーテル型と呼ぶことにする。初期にみ

られたモーテル型の風俗宿泊施設では、利用

客はフロントやロビーを通過せずに入室す

る。この型については、駐車場と部屋が一体

となっているワンルーム・ワンガレージ式と

呼ばれるものと、共有の駐車スペースからな

るガレージ共有のものとがある。それに対し、

後発のビルディング型の風俗宿泊施設では、

利用客は有人もしくは無人のフロント・ロ

ビーで部屋を選択し、入室する。

両者の比率と、それに密接する自動車保有

台数とについて、都道府県別に分析を行なっ

た。そして、平均的なタイプとして、京都府

最大の集積地である京都市伏見区の名神高速

道路・京都南インターチェンジ（以下、京都

南 IC）周辺地域を事例とする。その際、住宅

地図と京都地方法務局伏見出張所に所蔵され

ている不動産登記事項証明書 9）を利用し、

約 30 軒の立地展開について時系列的に考察

した。とくに後者からは、各施設の開業時期、

売買の経歴や経営者の所在地を明らかにし

た。そして、雇用システムについては、聞取

り調査をはじめとするフィールドワークを

行なった 10）。

Ⅱ．都道府県別にみた風俗宿泊施設の立

地展開

2007 年 11 月現在、全国には 5,452 軒の風

俗宿泊施設が営業している 11）。都道府県別に

自動車保有台数と、風俗宿泊施設の全体に対

するモーテル型・ビルディング型の割合とを

考察すると、その特徴から風俗宿泊施設の立

地は 3 グループに分かれる（第 1 図）。第 1

は、モーテル型の割合が高く、営業店舗数自

体はあまり多くない県である。人口 1,000人
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第 1 図　　都道府県別における自動車の保有台数とモーテル率

（職業別電話帳、財団法人自動車検査登録情報協会『自動車保有台数統計データ』，

http://www.airia.or.jp/number/index.html/：2007/11/19 アクセス）より作成）
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あたりの自動車保有台数が多く、日常生活に

自動車が必要不可欠な県があてはまるこのタ

イプを「モーテル中心型」と呼ぶ。また、こ

れと対照的な特徴を示すのが、「ビルディング

中心型」である。これにあてはまる都府県は、

人口に対する自動車保有台数ならびにモーテ

ル型の割合が高くないものの、その営業店舗

数が多いといった特徴を示す。このグループ

に分類されるのは東京都をはじめ、すべて大

都市圏の中心となる地域である。第 3は「混

在型」に属する道府県のグループで、モーテ

ル型の割合が平均 13％前後、かつ自動車保有

台数も平均以上を示している。規模としては、

営業店舗数が 300 軒以上を超える地域から、

50 軒未満の地域までその幅は広い。3 グルー

プで最多の29の道府県が、これに属している。

このように、人口あたりの自動車保有台数

と風俗宿泊施設タイプの比率には、ほぼ相関

関係がみられた。これは、利用客が自動車で

の来店後に駐車、そして入室するというモー

テル型と、徒歩での利用が見込まれるビル

ディング型の施設形態によるものである。都

市圏に比して、地方では人々の移動は自動車

に利用によることが大きい。このような地域

性を背景として、モーテル型の割合が地方で

高くなったといえる。

自動車保有台数という指標を用いると、都

道府県単位のスケールで風俗宿泊施設の立地

展開に地域性が明らかになった。そこで、よ

りミクロなスケールでの立地展開を明らかに

していきたい。

Ⅲ．京都市における風俗宿泊施設の立地

1．風俗宿泊施設の立地と規模

京都府は「混在型」に属し、風俗宿泊施設

の多くは京都市内で営業している（第 2図）。

市内の風俗宿泊施設は、伏見区の京都南 IC周

辺、西京区の沓掛 IC周辺、東山・中京・下京

区にまたがる繁華街周辺、右京区の粟田口周

辺に集中する。特に、IC周辺や国道沿いには

モーテル型繁華街周辺では、ビルディング型

が立地している。施設の規模をみると、郊外

には部屋数が 40 室を超える大規模な施設が

立地する一方、繁華街には 30 室未満の比較

的小規模の施設が営業している。

つまり、行政区の境界に近い国道沿いや、

高速道路のIC周辺にはモーテル型風俗宿泊施

設、繁華街の周辺はビルディング型風俗宿泊

施設が集中して立地する。また、郊外で営業

をする店舗の規模は大きく、繁華街では比較

的小規模の店舗が営業する。

2．京都南 IC周辺における風俗宿泊施設の立

地展開

（1）草創期：名神高速道路の開通から風営

法の一部改正まで

2007 年 12 月現在、京都市伏見区には、34

店の風俗宿泊施設が営業している。そのうち

23 店舗が京都南 IC 付近に集中し、市内でも

最大の風俗宿泊施設の集積地域が形成されて

いる。この展開を明らかにするため、住宅地

図と不動産登記事項証明書より、開業場所・

時期を第 3 図と第 4 図で示した。それは、法

律の制定および改正から、3期に分類できる。

全国的な出店動向もふまえ、風俗宿泊施設の

立地展開を検証していきたい。

1965年 7月 1日に名神高速道路が全線開通
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した。高度経済成長期を迎えた当時、日本に

はモータリゼーション社会が到来し、日本各地

でモーテルが営業を始めた 12）。ただし、これ

らのモーテルは全てが風俗宿発施設ではな

かった。さらに、1970 年に大阪府で日本万国

博覧会が開催され、関西を中心にホテルブー

ムが興った 13）。1970年に約3,000軒だった風

俗宿泊施設の営業店舗数が、1972年には6,000

軒を突破した 14）。

こうした社会的背景のなか、京都南 IC周辺

に風俗宿泊施設が営業を開始した。1969 年に

1軒、1970 年に 2軒、1971年に 1軒、1972年

前後に 1軒が営業を始めている。これら 4 軒

すべての形態がモーテル型であり、3 軒は京

都市内の業者によって経営されていた。つま

り、初期では、地元経営者によるモーテル型

の風俗宿泊施設が営業を始めたのである。

1973 年 7 月、風俗営業等取締法（以下、風

第 2 図　　京都市における風俗宿泊施設の立地と施設の規模（2007 年 12 月 1 日現在）

（住宅地図、注 11）、現地調査、および聞き取り調査により作成）
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営法）の一部が改正され、この法律はモーテ

ル規制法とも呼ばれた。これにより 1階のガ

レージから 2階の部屋が見えない構造をとる

階段で結ばれるワンルーム・ワンガレージ式

のモーテル型については、その営業が規制さ

れた 15）。当時の住宅地図をみると、IC の出

入口付近には田園が広がり、一般道路として

は、ICの出口から高速道路に並行して敷設さ

れている南インター竹田線のみであった。こ

のような状況において、新たに店舗を営業す

るためのアクセスが困難となり、新店舗の出

店も抑制されたと考えられる。

数こそ 5 軒と決して多くはないが、この

モーテル型風俗宿泊施設の出店が、後に京都

南IC周辺に集積するに契機なったことは間違

いない。高度成長期という時代背景に加え、

モーテル型風俗宿泊施設の誕生、大阪万博を

契機とする関西地方での宿泊施設の需要の高

まりが、この地区において風俗宿泊施設の出

店を促したと考えられる。その後、風営法の

4・5・15・16・24・25 は不動産登記事項証明書が未入手のため、店舗名の変更のみ確認した。

第 3 図　　京都南 IC周辺における風俗宿泊施設の立地展開

（番号は第 3図と対応。不動産登記事項証明書、住宅地図（当該年度）より作成）
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改正があったものの、その法律で新たに出店

が抑制されたとは言い難い。実際は禁止条項

から外れるよう改築が行なわれ、一部では営

業が続けられていた。それにより、京都南 IC

周辺では、1974 年以降に新たな出店が見られ

なくなったのである。

（2）発展期：風営法の一部改正から新風営

法の施行まで

風営法の改正後、京都南 IC周辺に1979年・

1980 年・1981年と毎年 1軒ずつ、新たな店舗

が営業を開始している。そして、1983年に 3軒、

1984年前後に 5軒、そして1985年には 4軒と、

短期間にそれは増加した。当時、京都南 IC周

辺の宅地化と、道路整備が進んでいた。その

ため、出店用の土地の獲得が容易になり、そ

の結果、新規に風俗宿泊施設の建設が進んだ

のである。

さらに、1983 年から 1985 年の短期間に多

くの店舗が営業を開始したのは、1985年 2月の

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律」の施行が大きく影響している。この

法律は「新風営法」とも呼ばれ（以下、新風

営法）、法的に「ラブホテル」の定義が定めら

れ、その施設は警察の監督下に置かれるよう

になった。この法律によって、風俗宿泊施設

の開業場所が制限され、禁止事項も加えられ

た 16）。しかしながら、新風営法の対象になっ

たのは、その法律の施行後に新築された風俗

宿泊施設のみで、既設のものには既得権が認

められた。つまり、既得権を得て営業をする

番号は、第 3図と対応している。

5は、店名よりモーテル型と判断した。

ハッチをかけていない道路は、1972 年時に開通していた。

第 4 図　　出店時期およびタイプ別にみた風俗宿泊施設の立地展開

（不動産登記事項証明書、住宅地図により作成）
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ために、法律の施行直前に駆け込むかたちで、

経営者は風俗宿泊施設を開業したのである。

この法律の制定後、風俗宿泊施設の形態も変

化している。新風営法では、一定の面積以上の

ロビーや食堂のないことが「ラブホテル」の許

可条件となった。換言すれば、食堂を設置し、

フロントからロビーを見渡せるような施設に

すれば、この法律では「ラブホテル」とみなさ

れず、規制の対象とならずに開業ができたので

ある。以前のロビーや食堂が存在しないモーテ

ル型風俗宿泊施設に対し、新風営法の規制を受

けないように、多くのビルディング型風俗宿泊

施設が営業を始めたのである。

この時期に、多くの風俗宿泊施設が営業を

始めた結果、店舗間の競争が激しくなった。

利用客の獲得のために、経営者側も次々に新

しいサービスを提供するようになった。その

1 つが、フリータイム制という新たな料金体

系の誕生である 17）。この時期に、新たな料金

体系の導入が図られ、この料金体系は現在で

も引き継がれている。

（3）安定期：新風営法施行以後

新風営法の施行前後をピークに、全国的に

は風俗宿泊施設の店舗数は減少した。しかし、

その実態は風営法による定義に則した「ラブ

ホテル」営業ではなく、法律上では一般のホ

テルや旅館として、風俗宿泊施設の営業が行

われた。こうした状況のなか、京都南 IC周辺

では閉業する店舗も現れた。これは店舗間の

競争が激しくなったことが理由として考えら

れる。しかしその一方で、1986・1991・2002・

2007 年に各 1軒、1987 年に 2軒の開業が確認

できる。全体的には、この地域の店舗数は微

増加してきたのである。

1985 年前後から、閉業する店舗や行政に差

し押さえを受ける店舗が出てきた。これは、

この地域の店舗数が増え続けた結果、店舗間

のサービス競争が激化したためである。ま

た、店名を変更する風俗宿泊施設も現れた

（第 4 図）。なかには、約 20 年間に 3 回変更

している店舗もあった。不動産登記事項証明

書に記載された所有権の移転理由をみると、

その多くは店舗の売買によるものであった。

経営が悪化した風俗宿泊施設を他の経営者が

買い取り、代わって経営を始めたのである。

経営者の特徴として、草創期にはおもに経

営者は個人で、不動産登記事項証明書には店

舗の所有者として個人名が登記されている。

時代が下るにつれ、京都市外からの業者が営

業を開始している。発展期に入ると、京都市

外の経営者が増えた。店舗の所有者として会

社組織の業者名が増え、なかには三重県の業

者名が確認できた。安定期以降、この地域で

風俗宿泊施設を営業するのは、京都市・京都

府南部・兵庫県東部・大阪市・大阪府南部の

経営者である。そのなかには、全国で 30 店舗

以上の風俗宿泊施設を経営するホテルグルー

プ、パチンコ業者や不動産業などが確認でき

た。これは、店舗間の競争をめぐって、より

質の高いサービスを利用客に提供する必要

が生じた結果である。そのため、資金力をも

つ企業がこの地域で新しく営業を開始した

と考えられる（第 6 図）。

Ⅳ．風俗宿泊施設における雇用システム

1．パート従業員の属性

1999 年に開業し、全国展開を行うホテルグ

ループの店舗 22 では、2007 年 9 月現在では

39 名の従業員が勤務している。そのうち 2名
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が正社員であり、他の 37 名がいわゆるパート

従業員である。後者は業務の担当別に採用さ

れ、フロント・補助厨房・ベットメイキング・

風呂清掃にわかれている。パート従業員の担

当業務と性別をみると、男性は風呂清掃を中

心に担当し、女性はそれ以外を担当してい

る。前者には清掃する体力、後者には丁寧な

清掃および備品設置への気配りが求められる

ためである（第 5 図）。

次に、担当業務と従業員の年齢に注目する。

全パート労働者の 37 名のうち、23 名が 50 歳

を超える。その一方で、20 歳代のパート労働

者も目立った。これは、一般には 50 歳代後半

以上の求人が少ないのに対し、当業界では年

齢制限が比較的寛容なためである。また、20

歳代には学生が含まれ、7 名が中国人留学生

であった。うち 5名が近隣の大学および短期

大学に通う留学生であり、2 名が語学学校に

通う学生であった。彼らへの聞き取りによれ

ば、「風俗宿泊施設は、軽作業が中心で、比較

的言語が障害とならないので、働きやすい」

というのが就業理由である。彼らは知人から

の紹介によって勤務を始めている。

2．時間帯別にみる来客者数とパート従業員

の関係

風俗宿泊施設の 24 時間営業を成立させるた

め、パート従業員はどのような勤務シフトのも

とで就労しているのであろうか。時間帯別の来

客者数とパート従業員のシフトとの関係をみ

ると、パート従業員の勤務時間が昼勤務（9：00

～ 17：00）・夜勤務（17：00 ～ 24：00）・深夜

勤務（0：00～ 9：00）に 3分されている（第 6

図）。時間帯別の来客数をみると10：00から翌

深夜 1：00まで一定数の来客があるものの、と

りわけ 10時・21 時台に利用客が集中する。こ

れは、店舗 22では10時からサービスタイムの

開始、宿泊タイムが 21 時からなるなど、時間

帯による特別サービスのためである。

これらによる来客者の増加に合わせて、

パート従業員は他の業務を担当することもあ

第 5 図　　パート従業員の仕事の内訳（店舗 22）

（ホテル資料および聞き取りより作成）
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る。第 6図で示したように、風呂清掃の担当者

がベットメイキングを担当するなど、パート従

業員はもともとの担当業務以外の仕事も行

い、それは時間単位で変わる。このように、

迅速にかつ丁寧に部屋を提供するため、時間

帯別の来客数の増減に対して、パート従業員

が柔軟に配置されるのである。また、軽作業

中心の労働であり、同地域で風俗宿泊施設が

集積するために、パート従業員は比較的簡単

に他店舗に移ることが可能である 18）。

Ⅴ．まとめ

今回得られた知見より、風俗宿泊施設の立

地展開は以下のようにまとめられる。

全国的なスケールでみた場合、モーテル型

の割合と自動車保有台数とには一定の相関関

係がある。いわゆるモータリゼーションが進

んでいる地域ほど、モーテル型の風俗宿泊施

設の割合が高い。これは、車での来客を前提

に、1970 年項にモーテル型の風俗宿泊施設が

営業を開始したからである。

高速道路の IC 周辺という地理的スケール

で、風俗宿泊施設が集積する過程をまとめる

と、それは第 7 図のようになる。風俗宿泊施

設が集積する発端となったのは、高度経済成

長期における社会経済の影響によるところが

大きい。高速道路の IC開通後に、モーテル型

が営業を始めた。1973 年の風営法により、ワ

ンルーム・ワンガレージ式のモーテル型風俗

宿泊施設が規制されたが、ガレージの共有化な

どで、その規制はクリアされてきた。そして、

市街化区域の整備、とりわけ、IC 周辺におけ

る農地の宅地化は、同種の風俗宿泊施設の展

開を進めた。1983 年の風営法の大幅な改正に

より、モーテル型風俗宿泊施設の営業が難し

第 6 図　　時間別来客組数とパート労働力の関係（店舗 22）

来客数は、宿泊客・休憩の利用客を区別しない
（ホテル資料より作成）
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くなると、ビルディング型風俗宿泊施設が営

業を始めるようになった。その結果、同一地

域において、既存のモーテル型と新たに営業

を始めたビルディング型とによる風俗宿泊施

設の集積が進む。一方で、草創期には地元の

業者によって営業されてきた店舗にも、時代

が下るにつれて他府県の同業者が参入した。

その結果、店舗間の競争が激しくなり、経営

が不安定ななか、新たに店舗を建設して営業を

始めるよりも、このような店舗を買収して風俗

宿泊施設を開業する同業者も多くなった。

風俗宿泊施設の営業は、50 歳代以上の近隣

住民や留学生を中心とするパート従業員に

よって支えられている。彼・彼女らは、年齢

や留学生といった労働条件を鑑み、風俗宿泊

施設での労働を選択している。性別により

パート従業員は業務別に採用されるものの、

来客状況に合わせて担当外の業務もこなすよ

う、彼・彼女らは柔軟に配置されている。ま

た、こうした従業員の多くは、他の同業店舗

でも勤務経験がある。これは、風俗宿泊施設

が集積する地域だからこそ顕著にみられる現

象であり、観光宿泊施設を対象とした地理学

報告とは異なると思われる。

今後の課題として、都市中心部における風

俗宿泊施設の立地展開を明らかにする必要が

ある。京都市では、東山・中京区の繁華街に

おいてビルディング型を中心とする集積がみ

られる。井上によれば、1958 年に売春防止法

の施行後、旧遊廓からの営業形態の変更を余

儀なくされた経営者たちが旅館経営へと展開

し、「ラブホテル」の経営を始めたという 19）。

また、店舗 22 のマネージャーによれば、繁華

街に立地する店舗においては、客層も違うと

いう 20）。今回提供をうけた資料のなかには、

上記の実証を可能にする記録の存在が認めら

第 7 図　　郊外における風俗宿泊施設の集積過程
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れた。それによれば、繁華街の風俗宿泊施設よ

り郊外に立地する施設の方が、集客圏の広いこ

とがうかがえる。本稿では、立地別における風

俗宿施設の特性について言及できなかったが、

これらを今後の研究課題としたい。

〔付記〕本稿は、2007 年度に提出した立命館

大学文学部地理学専攻の卒業論文に加筆・修

正を加えたものです。本稿作成にあたって、

フィールドワークという目的でのアルバイトを

認めていただいた店舗 22 のマネージャー、主

任、ならびにパート従業員の皆様に温かいご

協力を賜りました。また、登記事項証明書の

閲覧にあたってご高配いただいた京都地方法

務局伏見出張所の皆様にもお礼申し上げま

す。そして、2 年間にわたるご指導をいただ

いた河原典史先生、ならびに立命館大学地理

学教室の先生方に厚くお礼申し上げます。

本稿の要旨は、第 56 回全国地理学専攻学生

卒業論文発表大会（於東京学芸大学）におい

て報告しました。
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